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１　計画の目的

２　計画の報告

３　計画の適用範囲

　この計画は、「株式会社きずな」に勤務又は利用する全ての者に適用するものとする。

※利用者数は最大の利用者数を記載

※昼間は通所介護事業所と有料老人ホームの合計人数を記載

※夜間は有料老人ホームの人数を記載

●　計画の見直し

●　事前休業の判断について

　大型台風の襲来が予想される場合、交通機関の計画的な運休が予定される場合、通所介護事業を臨時休業とする。

　また、午前８時の時点で全県下又は伊勢崎市に以下のいずれかが発令されている場合は、通所介護事業所を臨時

　休業とする。

　計画を作成又は必要に応じて見直し・修正をしたときは、遅滞なく、当該計画を伊勢崎市長へ報告する。

　この計画は、水防法第15条の3第1項などの関係法令に基づくものであり、本施設利用者の洪水時の円滑かつ迅
速な避難の確保を図ることを目的とする。
　また、作成した避難確保計画に基づいて、安全な避難行動を確実に行うことができるよう、防災教育や訓練を
行い、施設の職員や利用者に対して、洪水に関する知識を深めるとともに、訓練等を通して課題等を抽出し、必
要に応じてこの計画を見直ししていくものである。

名 約 5

　施設の状況　　　　　　　　　　　　2024年　４月１日現在

平　日 土曜・日曜・祝祭日

利用者 施設職員 利用者 施設職員

名 約 1 名

　避難訓練の結果や社会情勢の変化に伴い、定期的に見直すものとする。

名

夜　間 約 20 名 約 1 名 約 20

名 約 20 名 約 5昼　間 約 20

暴風警報又は特別警報

大雨警報又は特別警報

洪水警報

1



４　防災体制

【防災体制確立の判断時期及び役割分担】

↓

↓

大型台風

　防災体制は、別紙５「防災体制一覧表」に基づき、関係者間で体制を共有して行動する。

以下のいずれかに該当する場合 洪水予報等の情報収集 情報収集伝達要員（管理者）

　防災体制確立の判断時期に基づき、注意、警戒、非常の体制をとり、管理権限者のもと情報収集伝達要員、
避難誘導要員が避難誘導等の活動を行う。

洪水

▶伊勢崎市に洪水注意報発表 　洪水予報等の情報収集

▶広瀬川氾濫注意情報発表

以下のいずれかに該当する場合 洪水予報等の情報収集 情報収集伝達要員（管理者）

使用する資材器材の準備 避難誘導班（施設内職員）

▶伊勢崎市の洪水警報発表 要配慮者の避難誘導 避難誘導班（施設内職員）

▶広瀬川氾濫軽快情報発表

▶山王町避難準備・高齢者等 家族等への事前連絡 情報収集伝達要員（管理者）

　避難開始の発令 周辺住民への事前協力依頼 情報収集伝達要員（管理者）

以下のいずれかに該当する場合

施設内全体の避難誘導 応援職員を含め、施設全体で

▶山王町に避難指示発令 避難誘導

▶広瀬川氾濫危険情報発表

レベル２　注意体制 ※判断時期は、気象情報、洪水警報及び避難情報等をもとに設定す
る。避難情報等は必ずしも発令されない場合があるので、雨の降り
方等により自主的な判断に基づき体制を確立することも必要であ
る。

・災害モードへ気持ちを切り替える。
・気象情報等の収集を行う。

レベル３　警戒体制

・避難場所へ避難する準備を行う。
・要配慮者の避難誘導を開始する。

※浸水想定区域と土砂災害警戒区域が重複する地域では、避難情報
等の発表・発令が早い情報で避難体制を確立し、避難のタイミング
を判断する必要がある。

レベル４　非常体制

・施設内全体の避難誘導を開始する。

　大型台風の襲来が予想される場合で、公共交通機関の計画運休が予定されている場合、避難に関する準備をし、早
めに避難を開始する。また、協定を締結した地域の企業等と連携して早めに避難を開始する。
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５　情報収集・伝達

(1) 情報収集

収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする。

　停電時は、ラジオ、タブレット、携帯電話を活用して情報を収集するものとし、これに備えて、

乾電池、バッテリー等を備蓄する。

　提供される情報に加えて、雨の降り方、施設周辺の水路や道路の状況等について施設内から確認を行う。

(2) 情報伝達

　別紙１「緊急連絡網」に基づき、気象情報、洪水予報等の情報を施設内関係者間で共有する。

　施設内避難の場合には利用者全員を「有料老人ホーム側食堂」へ避難させたら、

　別紙３「利用者緊急連絡先一覧表」に基づき、利用者の家族等に対し、「利用者引き渡しは

（有料老人ホーム四つ葉のクローバー伊勢崎山王）の食堂において行い、利用者の引き渡し開始

は本日○○時頃とする。」旨を連絡する。

　別紙４「個別対応　避難誘導一覧」に基づき、個々の利用者の避難誘導を行う。

　別紙５「外部機関緊急連絡先」について、

　　緊急援助を要する時や助言が必要な事態となった場合に情報を伝える。

高齢者等避難、避難指示
テレビ（ｄボタン）・ラジオ
エリアメール・緊急速報メール
いせさき情報メール

その他 施設周辺の浸水状況
施設周辺の浸水状況 施設職員による目視
（但し、安全に配慮して危険な場所に近づかない
よう実施）

収集する情報 情報の例示 収集方法

洪水予報等

気象警報
 テレビ（ｄボタン）・ラジオ・SNS（LINE等）

インターネット▶（http://www.jma.go.jp）
 いせさき情報メール

洪水予報、水位到達情報
 テレビ（ｄボタン）・ラジオ・SNS（LINE等）

いせさき情報メール
   群馬県水位雨量情報システム
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６　避難誘導

（１）避難場所、移動距離及び手段

１）施設内避難を行う場合

施設内避難の場合の避難場所（施設内の一カ所に避難する場所）

２）立ち退き避難の場合の避難場所（指定緊急避難場所）

３）近隣の安全な場所

　大川（広瀬小学校手前の川）の「なかよし橋」を渡って避難ができない場合で、施設内避難でも

安全を確保できない場合は、迷わず救助を要請すること。

（２）避難経路

立ち退き避難の場合、避難場所までの避難経路は下図【施設周辺の避難地図】のとおりとする。

避難場所については、避難訓練等により避難できることを確かめ、必要に応じ見直しをする。

５～３０ｍ

避難場所名称 移動距離
移動手段

徒歩 車椅子

避難場所名称 移動距離
移動手段

徒歩 車椅子

有料老人ホーム側食堂 ４名 １６名

伊勢崎市立広瀬小学校 約１５０ｍ ４名 １６名
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７　避難の確保を図るための施設の整備

情報収集・伝達

避難誘導

　テレビ２台・ラジオ２個・タブレット端末１台
　スマートフォン電話２台・携帯電話バッテリー１台

 　固定電話１台　ファックス１台　乾電池２０個

 従業員名簿・利用者名簿・懐中電灯５個

 非常用ランタン２個

　情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する資器材等については、下表「避難確保資器材一覧」に示すとおり
である。これらの資器材等については、日頃からその維持管理に努めるものとする。

避難確保資器材一覧

備蓄品

　おむつ60枚以上・お尻ふき100枚以上・アルコール除菌製剤２本

医薬品 　利用者が服用している薬袋一式・持ち出し用救急箱

その他 　ティッシュ４箱以上　ごみ袋10枚　タオル20枚

浸水を防ぐための対策

　水土のうを10袋ほど作り、バリアフリーの玄関から水が入るのを防止する。
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施設内の一時避難

衛生器具

　手回し小規模発電機１個・車両バッテリー直流電源装置２個



８　防災教育及び訓練の実施

　新規採用の施設職員を対象に、採用日から６ヵ月以内に研修を実施する。

　毎年、１０月に全施設職員を対象として、情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を実施する。

　その他、年間の防災教育及び訓練計画を毎年４月に作成する。

　（防災教育及び訓練の年間計画）

利用者への防災教育
○水害の危険性や避難場所の確認
○緊急時の対応等に関する家族等への説明等

10 月 14

避難確保計画の作成＝防災体制の確立 実施予定月日

施設職員への防災教育
○避難確保計画の情報共有
○東日本大震災の経験から得た事柄を紹介

10 月 7

情報伝達訓練
○施設職員の緊急連絡網の試行
○家族等への情報伝達手段の確認と試行

10 月 14

日

日

日

日

日

2024年

避難訓練
○防災体制と役割分担の確認、試行
○施設から避難場所までの移動時間の計測

10 月 23

避難確保計画の更新
避難訓練の実施に基づき、必要に応じて避難
確保計画を見直す。

10 月 30 日

6

施設職員の非常参集訓練
○緊急連絡網を利用して非常参集の試行
○試行後、職員の参集にかかる時間の計測等

10 月 23



株式会社きずな　緊急連絡網 2024年４月１日現在
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外部機関等の緊急連絡先一覧表

伊勢崎市　代表

伊勢崎市　介護

伊勢崎市　福祉

消防署　本部

消防署　南分署

警察署

伊勢崎クリニック

みんなの伊勢崎クリニック

居宅介護支援事業所　優

ケアプランセンター　ふじ

ケアプランセンター　あい夢

ケアサポート　杉の子

ケアステーション　あいの森

松本ファーマシー

きづき訪問看護ステーション

石原　今子

山田　穂積

ライフ・リレーション

株式会社まかせて

0270-26-6680

0270-23-9678

080-2023-7494

027-226-1900

027-257-2135

027-68-1651

代表番号 （防災担当へ）

入居者名簿でケアマネを確認

入居者名簿でケアマネを確認

入居者名簿でケアマネを確認

入居者名簿でケアマネを確認

入居者名簿でケアマネを確認

訪問薬剤師

訪問看護師

美茂呂町3327 地主家主

顧問弁護士

介護衛生用品協力機関

0270-32-5830

0270-24-5111

0270-27-2748

電話番号 備考

⾧寿社会部 社会福祉課

伊勢崎消防署 消防本部

伊勢崎消防署 南分署

伊勢崎警察署 代表

入居者名簿で主治医を確認

入居者名簿で主治医を確認

0270-25-3510

0270-32-0062

0270-26-0110

0270-61-8712

0270-75-6818

027-212-5379

0270-20-7222

0270-61-8200
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介護運営協力機関

0270-75-5862

0270-27-2742 ⾧寿社会部 介護保険課

外部機関名

別紙２



利用者緊急連絡先一覧表 2024年　４月　１日現在
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個別対応　避難誘導一覧
別紙４
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防災体制一覧表 ２０２４年　４月　１日　現在

 管理権限者（ 長谷川　拓摩 ）（ 代行者　中澤　正敏 ）　

） 洪水予報等の情報の収集

）名 情報内容の記録

館内放送等による情報伝達

関係者及び関係機関との連絡

） 避難誘導の実施

）名 未避難者、要救助者の確認

別紙５

11

□

・ 中野真由美 □

□

情報収集
伝達要員

担当者 役割

班長 （ 長谷川　拓摩 □

班員 （ 1

□

・ トラン・バンタン
・ 山田　深晴

避難誘導要員

担当者 役割

班長 （ 中澤　正敏 □

班員 （ 2


